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船舶事故調査報告書 

 

                               令和８年３月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年４月２５日 １２時０４分頃 

発生場所 愛知県南知多町野島南西方沖 

 尾張野島灯台から真方位２４２°２.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３８.５′ 東経１３６°５８.３′） 

事故の概要  貨物船第六拾八宝来
ほうらい

丸は、南南西進中、また、遊漁船勲
くん

盛
せい

丸は、船

首を北北西方に向けて錨泊中、両船が衝突した。 

勲盛丸は、釣り客１人が軽傷を負い、右舷船尾部外板に破口等を生

じ、また、第六拾八宝来丸は、球状船首に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和６年７月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第六拾八宝来丸、４９０トン 

   １３４１８２、宝来建設工業株式会社（Ａ社） 

６４.９６ｍ（Lr）×１３.２０ｍ×７.３０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成８年９月 

   （写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船 

 

Ｂ 遊漁船 勲盛丸、４.８トン 

   ＡＣ３－３８４３２（漁船登録番号）、個人所有 

１１.５９ｍ（Lr）×３.１５ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４０４.５kＷ、平成１３年６月２３日 

第２４０－５３６５８号（船舶検査済票の番号） 
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（写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６３歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６０年７月８日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和２年３月２３日 

    免状有効期間満了日 令和７年７月７日 

  機関士Ａ ６２歳 

六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２０年９月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和６年３月１４日 

免状有効期間満了日 令和１１年３月１３日 

Ｂ 船長Ｂ ６８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５３年２月３日 

免許証交付日 令和４年１０月２６日 

（令和１０年２月２８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（釣り客） 

 損傷 Ａ 球状船首に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口及び擦過傷（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船の損傷状況 
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 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関士Ａほか４人が乗り組み、空船のまま、神

奈川県横須賀市横須賀港への回航の目的で、令和６年４月２５日１０

時５５分頃に愛知県衣浦港を出航した。 

機関士Ａは、衣浦港南方沖で単独の船橋当直に就き、レーダー２台

を作動させて、１台を１.５Ｍレンジで前方約２Ｍまで、もう１台を

３Ｍレンジで前方約５Ｍまで表示させるようそれぞれオフセンターに

設定し、師崎
もろざき

水道を通過後、１１時５０分頃、約１３～１４ノットの

対地速力とし、自動操舵でＡ船の南南西進を開始した。 

 機関士Ａは、操舵スタンドの前に立ち、レーダー及び目視で見張り

を行いながら操船していたところ、Ａ船の前路周辺に複数の小型船舶

（以下「小型船舶群」という。）のレーダー映像を認め、目視でも小

型船舶群の存在を確認した。このため、機関士Ａは、小型船舶群の動

静に注意しながら、その間を、針路及び速力を保持しながらＡ船を通

過させた。（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長Ａは、１３時００分頃、海上保安庁から「Ｂ船と衝突していな

いか」と船舶電話で問合せを受け、機関士Ａに衝突の有無について確

認した後、指示に従い、Ａ船を三重県鳥羽市沖に移動して錨泊させ

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客２人を乗せ、遊漁の目的

で、０６時００分頃に南知多町師崎港を出航し、数か所で遊漁を行っ

た後、１１時００分頃、本事故発生場所付近に到着した。 

  船長Ｂは、錨を船首部から投入し、同錨につないだ合成繊維製索を

伸出して船首部のたつ
．．

に止め、機関を停止して、船首を北北西方に向

け錨泊し、遊漁を開始した。 

写真４ 機関士Ａの操船状況（本事故当時を再現） 
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船長Ｂは、Ｂ船の左舷船首部で左舷方を向いて釣りを行っていたと

ころ、機関音が聞こえ、Ｂ船の右舷前方から接近するＡ船に気付き、

大声で叫んだが、どうすることもできず、Ｂ船の右舷船尾部とＡ船の

船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、右舷船尾部で釣りを行っていた釣り客（以下「釣り客 

Ｂ₁」という。）が負傷していること及びＢ船の損傷状況を確認した

後、右舷船尾部外板に破口が生じて自力航行ができないと思ったの

で、付近で操業していた僚船に頼んで、Ｂ船を師崎港までえい
．．

航して

もらった。 

もう一人の釣り客（以下「釣り客Ｂ₂」という。）は、Ｂ船中央部の

キャビンで休憩していたときに船体に衝撃を感じ、Ａ船と衝突したこ

とが分かったので、自ら警察署に本事故について通報した。 

 釣り客Ｂ₁は、帰航後、愛知県安城市の病院で受診し、医師によっ

て頚
けい

部打撲傷等と診断された。 

（図１、付表１ Ａ船のＡＩＳデータ（抜粋） 参照） 
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 その他の事項 Ａ船は、ジブクレーンが船体前部に設置されており、操舵室から正

船首方が視認しにくい状況であった。（写真５～７参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 操舵室中央（操舵スタンドの前）からの見通し 

ジブクレーン 

Ｂ船（錨泊中） 

Ａ船 

事故発生場所 

（令和６年４月２５日 

１２時０４分頃発生） 

師崎 

伊良湖岬 

尾張野島灯台 

愛知県 

南知多町 

図１ 事故発生経過概略図 

 

Ｂ船（錨泊中） 

Ａ船 

衝突の状況（推定） 
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 機関士Ａは、健康状態に問題はなく、本事故当時、体調不良や睡眠

不足の状態ではなかった。 

船長Ｂは、遊漁船業の経験が約１２年あり、事故発生場所付近で、

月に約５回の遊漁を行っており、ふだん、航行中の船舶が錨泊中のＢ

船を避けてくれていたので、本事故当時も、航行中の船舶がＢ船を避

けてくれると思い、周囲の船舶の状況を見ていなかった。 

釣り客Ｂ₁及び釣り客Ｂ₂は、船長ＢがＡ船に気付いて大声で叫ぶま

で、Ａ船の接近に気付かなかった。 

 Ｂ船は、本事故当時、錨泊中の船舶が表示すべき黒色球形形象物を

掲げていなかった。 

 Ｂ船の乗船者は、全員救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、野島南西方沖を南南西進中、機関士Ａが、レーダー及び目

視で見張りを行いながら操船していたところ、正船首方の視認しにく

い状況を補う見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船の正船

首方にいたＢ船に気付くことなく操船を続け、Ｂ船と衝突したものと

写真７ 操舵室右舷端からの見通し 

写真６ 操舵室左舷端からの見通し 
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考えられる。 

 機関士Ａは、Ａ船の前路周辺にＢ船以外の複数の小型船舶群をレー

ダー映像及び目視によって認め、その動静に注意はしていたものの、

Ｂ船の動静については見落としていたものと考えられる。 

機関士ＡがＢ船の動静を見落としていたのは、Ａ船の船首部にある

ジブクレーンによって、正船首方が視認しにくい状況であったことに

よるものと考えられる。 

Ｂ船は、野島南西方沖で船首を北北西方に向けて錨泊中、船長Ｂ

が、航行中の船舶がＢ船を避けてくれると思い、釣りに集中し、周囲

の見張りを適切に行っていなかったことから、接近するＡ船に気付く

のが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、ふだん、航行中の船舶が錨泊中のＢ船を避けてくれてい

たことから、本事故当時も航行中の船舶がＢ船を避けてくれると思っ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、野島南西方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が船首

を北北西方に向けて錨泊中、機関士Ａが、正船首方の視認しにくい状

況を補う見張りを適切に行っていなかったため、Ａ船の正船首方にい

たＢ船に気付くことなく操船を続け、また、船長Ｂが、航行中の船舶

がＢ船を避けてくれると思い、釣りに集中し、周囲の見張りを適切に

行っていなかったため、接近するＡ船に気付くのが遅れ、両船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、航行中、自船の構造物等によって船首方に視認し

にくい状況が生じている場合、定期的に視認しにくい状況が解消

する場所に移動し、船首方の状況を確認しながら操船を行うこ

と。 

・船橋当直者は、小型船舶が複数存在する海域を航行する場合、小

型船舶を見落とさないよう目視とレーダーを併用して常に注意を

払って見張りを行うこと。 

・錨泊する小型船舶の船長は、航行中の船舶が自船を避けてくれる

とは思い込まず、周囲の見張りを適切に行い、接近する他船を早

期に発見し、余裕のある時機に注意喚起を行ったり、移動したり

するなど衝突を避ける措置を採ること。 

・船長は、錨泊する場合、黒色球形形象物を掲げること。 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 
時 刻 

(時:分:秒) 

船 位※ 対地針路※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

11:17:21 34-48-21.0 136-56-27.8 164.8 13.4 

11:22:18 34-47-21.0 136-56-57.3 157.2 13.0 

11:27:21 34-46-20.5 136-57-29.7 155.6 13.0 

11:31:48 34-45-27.0 136-57-57.7 155.9 13.0 

11:36:19 34-44-33.1 136-58-26.8 159.0 13.1 

11:40:49 34-43-37.3 136-58-50.5 168.3 13.2 

11:44:49 34-42-45.2 136-58-58.4 176.8 13.0 

11:48:48 34-41-52.5 136-59-01.5 178.8 13.5 

11:52:48 34-40-59.1 136-58-51.7 192.9 13.6 

11:55:48 34-40-19.8 136-58-41.1 192.1 13.4 

12:01:48 34-39-01.6 136-58-22.5 188.4 13.2 

12:06:48 34-37-55.5 136-58-13.1 185.8 13.1 

12:10:48 34-37-03.1 136-58-06.1 187.0 12.9 

12:16:48 34-35-45.0 136-57-59.8 174.4 13.0 

12:20:49 34-34-58.1 136-58-19.7 137.8 12.3 

12:24:19 34-34-27.1 136-58-55.5 134.6 12.1 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置は、船首

から約４０ｍ、船尾から約２５ｍ、左舷から約４ｍ、右舷から約９ｍであった。また、対地針

路は真方位である。 


